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コロナウイルス関連情報について

４月７日に指定されて以来の新型コロナウイルス感染症対策による発症患者数

の減少により、５月２１日、兵庫県は、緊急事態宣言対象区域（特定警戒都道府県）

から解除されました。

緊急事態宣言は解除されましたが、今後とも、引き続き、感染拡大の第２波に

注意する必要があります。

兵ト協ホームページ（http://www.hyotokyo.or.jp/）に関連情報を掲載してい

ますので確認していただき、下記の“新型コロナウイルス関連情報はこちら”をク

リックすると関係行政機関が出している助成金を含む関連情報を確認できます。
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令和2年度「危険物安全週間」の実施について（お願い）

本年も全国一斉に「危険物安全週間」が実施されることとなりました。当市におきましても、
下記のとおり「危険物安全週間」を展開致しますので、この運動の趣旨を御理解いただき、格
別の御協力をお願い申しあげます。

記
１　目的
危険物の保安に対する意識の高揚及び啓発を推進することにより、各事業所における自主
保安体制を確立し、「安全で安心なまちづくり」を推進する。

２　重点目標
⑴　危険物施設保有事業所における耐震補強含む自主保安体制の整備・促進を図る。
⑵　市民及び事業所に対して、危険物の安全に関する知識の啓発・普及を図る。
⑶　危険物施設等の定期点検を強化する

３　実施期間
６月７日（日）～６月13日（土）までの７日間

４　推進標語

「訓練で　確かな信頼　積み重ね」

神戸市消防局
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事務局からのお知らせ

〈優秀運転者顕章候補者の推薦について〉
全日本トラック協会では、標記顕章を例年の通り実施する旨の通知がありましたので、下記

顕章規程により候補者をご推薦下さいますようお願い申し上げます。

記

◎目  的

人命を尊重し安全運転を心がける優秀な運転者に対し、無事故の誇りをもたせ他の模範と
するとともに、交通道徳の高揚と安全意識向上を図り、社会的に寄与することを目的とする。

◎選考基準

１．現在運転者であって、運転者であった期間を通算して次の各号に定める期間、無事故で
あり、かつ無違反であった者とする。（開始年月日から令和２年（2020年）5月末までの期間）
①金十字章…満20年以上

　　 （ただし、そのうちトラック運送事業の運転者として15年以上とする）
　　 （無事故・無違反開始年月日　平成12年（2000年）６月１日以前）

②銀十字章…満10年以上

　　 （ただし、そのうちトラック運送事業の運転者として７年以上とする）
　　 �（無事故・無違反開始年月日　平成12年（2000年）６月２日～平成22年（2010年）

６月１日まで）

２．上記の無事故、無違反であった者とは次の各号に定める者以外の者とする。ただし、自
己の責に帰すべき理由によらない事故は無事故とする。
⑴　人身に係る事故を起こした者
⑵　物損事故で損害額１万円を超える事故を起こした者
⑶　事故または違反により罰金以上の刑に処せられた者
※推薦書に運転記録証明書・無事故無違反証明書等の添付は不要です。
※現に章を受けている者は、再び同種の章及び下位の章を受けることはできません。

◎推薦方法

⑴　推薦者は、金・銀それぞれの推薦用紙に記入し、各章ごとにまとめて下さい。

⑵　ふりがな、氏名、生年月日、事業者名称、無事故・無違反期間、運転免許証番号を必ず
入力して下さい。
⑶　過去に受章されている方は、その章の種類と受章した年を備考欄に必ず入力して下さい。

⑷　推薦書�右上に�担当者の氏名、事業所名、住所、ＴＥＬ、所属支部名を必ず入力して下さい。

◎ 締め切り　　　　　　令和２年７月17日（金）

◎ 提 出 先　�　　　　　�〒657-0043
　�及び方法　　　　　�　�兵庫県神戸市灘区大石東町２丁目４－27�

（一社）兵庫県トラック協会　総務部まで�
TEL : ０７８－８８２－５５５６�
E-mail : hta@hyotokyo.or.jp�
※提出は、兵ト協ホームページの優秀運転者顕彰候補者推薦書ファイ
ルをダウンロードし、入力のうえ、上記メールアドレスへ送付してく
ださいますようおい申しあげます。
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ご受章おめでとうございます。
《令和2年春の叙勲受章（旭日双光章)》

令和2年春の叙勲の旭日双光章を、当協会の副会長 櫻井光男氏（加西合同貨物自動車
株式会社）が受章されました。

第48 回 トラックドライバーコンテスト 
兵庫県大会開催中止のお知らせ

令和２年７月18日(土)に開催を予定しておりました、第48回トラックドライバー・コ

ンテスト兵庫県大会ですが、新型コロナウイルスの感染が拡大している状況を鑑み、出

場選手及び関係スタッフ等の健康・安全面を第一に考慮した結果、開催を中止させてい

ただくこととなりました。

コンテストに参加をご検討いただいていた皆様、及び関係者の皆様には大変ご迷惑を

おかけ致しますが、何とぞご理解のほどよろしくお願い申し上げます。

なお、例年10月下旬に開催されている全国トラックドライバー・コンテストにつきま

しても、今年度は中止となりましたので、併せてご案内させて頂きます。

◇本件に関するお問い合せ先
（一社）兵庫県トラック協会
業務部　TEL：078-882-5556

櫻井光男氏
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燃 料 価 格 情 報
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軽油価格年間推移表（兵ト協調べ）� （単位：円／㍑）

区分
元売名

ローリー 組 合 カ ー ド スタンド
平 均 平 均 平 均 平 均

J X T G 75.48 76.65 79.06 92.14
出 光 68.03 77.45 77.33
コ ス モ 69.60 75.65 79.00
三 井 57.80 80.75
そ の 他 73.52 73.31 76.60 89.40
総 計 71.86 75.13 78.69 90.31
2
／
3

全国平均 84.47
調査なし

93.33 95.35
近畿平均 83.30 91.03 94.64

（消費税抜き）

区分
集計月

ローリー 組 合 カ ー ド スタンド
平 均 平 均 平 均 平 均

令和元年５月 100.59 103.45 107.54 110.80
令和元年６月 101.04 104.84 108.27 111.15
令和元年７月 95.16 100.26 104.20 107.27
令和元年８月 95.33 99.15 102.80 107.58
令和元年９月 93.22 97.59 101.64 106.87
令和元年10月 93.69 98.08 101.20 102.87
令和元年11月 93.97 97.15 102.26 105.63
令和元年12月 95.90 98.41 101.94 107.14
令和２年１月 97.41 101.14 105.10 107.88
令和２年２月 99.41 103.08 106.42 111.12
令和２年３月 93.94 98.07 102.21 108.29
令和２年４月 82.54 91.03 91.42 97.97
令和２年５月 71.86 75.13 78.69 90.31
年 間 平 均 93.39 97.49 101.05 105.76
※前月分の価格データを集計しています。 （消費税抜き）

軽油「元売別」購入価格表（令和２年４月末現在）� （単位：円／㍑）

“軽油は兵庫県下で買いましょう”
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入会届

入会年月日 支部名 種別 会社名 代表者名 主たる連絡先

２.４.21 西播 一般�
利用� ㈱ハマコー商会 濱 田� 孝 信 〒670-0803

姫路市城見台1-1111-115
�TEL�090-2383-1881
FAX���079-224-7232

４.30 神戸�
中央

一般�
利用� ㈱神輝 小見山　利　夫 〒650-0045

神戸市中央区港島8-12
�TEL���078-303-8311
FAX���078-303-8312

５.12 西播 一般�
利用� ㈱プラウド 前 川� 竜 一 〒675-0032

加古川市加古川町備後342-1
�TEL���079-456-0560
FAX���079-456-0561

５.14 東播 一般�
利用� 国際エアフレイト㈱ 中 井 � 仁 〒675-0025

加古川市尾上町養田1298-1
�TEL���079-422-8038
FAX���079-422-8062

退 会 届

退会年月日 支部名 種別 会社名 代表者名

２.４.27 東部 利用 北 摂 運 輸 ㈱ 丸 山 敬 治

４.28 東部 一般 総 合 陸 運 ㈱ 上 鶴 芳 照

５.１ 東播 一般 ㈲ 兵 庫 葬 祭 東 田 　 晃

変 更 届
会員名簿
ページ数 変更事項 旧 新

3 住所
TEL/FAX

㈲エイトライン 〒661-0021
尼崎市元浜町1-63-2 尼崎市名神町1-16

�TEL���06-4869-5110
FAX���06-4869-5114

�TEL���06-6415-7435
FAX���06-6415-7436

68 代表者 �木 村 運 輸�㈱
小 林 一 郎 小 林 義 明

72 住所����������
TEL

㈱中村エンタープライズ 〒650-0031
神戸市中央区琴ノ緒町5-7-８　
NEP三宮ビル201

神戸市中央区東町116-２　
オールドブライト603

TEL���078-251-0073 TEL���078-381-8120

101 代表者 弘由ロジスティックス㈱ 　
下副田　弘　文 松 崎 愼 哉

115 代表者 ㈱�佐 幸 物 流 　
森 下 一 三 丸 林 国 夫

158 FAX 日鉄物流広畑㈱ �
FAX���079-237-9922 FAX���079-237-6299

会員だよりの訂正とお詫び
　兵ト協ニュース５月号の会員だよりに記載していました新規入会会員の住所に誤りがございまし
たので、お知らせ致しますとともに、お詫びのうえ下記のとおり訂正させていただきます。
　この度は、会員の皆様と該当の事業者様、関係者様に大変ご迷惑をお掛けいたしましたこと心よ
り深くお詫び申し上げます。
支　部 会 社 名 誤 正

西播 ㈱ チ ュ ウ バ ン 姫路市大津区勘兵衛町32 姫路市大津区勘兵衛町１－32
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月日 行事名 場所 月日 行事名 場所

５・７ 令和元年度監事監査 兵 ト 協 ６・８ 自動車関係団体連絡会 ���兵 庫 県 自
動 車 会 館

11 兵ト協　物流政策交付金委員会（書面決議） 兵 ト 協 ９ 三木会 兵 ト 協

12 兵ト協　海コン部会　定例役員会 兵 ト 協 12 近ト協　幹事会 大 ト 協

21 兵ト協　海コン部会　新役員合同会議 兵 ト 協 22 兵ト協　定時総会（予定） 兵 ト 協

兵青協　第１回役員会 25 全ト協　総会・理事会 ���第一ホテル東 京

22 兵ト協　常任理事会・総務委員会合同会議（書面決議） 兵 ト 協 －７月の予定－

28 KTS 正副会長会議 大 ト 協 ９ 全ト協　理事会・常任理事会合同会議 ���第一ホテル東 京

－６月の予定－ 10 全ト協　女性部会代表者会議及び正副部会長会議 全 ト 協

６・２ 兵ト協　理事会（書面決議） 兵 ト 協 16 全ト協　全国専務理事業務連絡会 ���大 阪 府 立
国際会議場

４ 全ト協　理事会（書面決議） 全 ト 協
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これからの貨物自動車運送事業は、今まで以上に、“安全性”の視点から優良な事業者が選ばれる時代
です。そこで、全国貨物自動車運送適正化事業実施機関「公益社団法人全日本トラック協会」（以下、「全
国実施機関」という。）では、2003年７月から利用者がより安全性の高い事業者を選びやすくするため
の環境整備を図るため、事業者の安全性を正当に評価し、認定し、公表する「安全性優良事業所」認定
制度をスタートさせました。

2020年３月末現在、全国で25,948事業所（全事業所の30.2％）の
トラックがGマークを付けて走っています。

巡回指導における指導事項（今月のテーマ「国土交通省が推進するGマーク制度のご案内」）
� 担当：適正化事業指導員　高田　勇作

適正化事業部からのお知らせ

「安全性優良事業所」認定のシンボルマー
クは、高評価を得た事業所にのみ与えら
れる”安全性”の証です。
”G”の由来はGood「よい」、Glory「繁栄」
の頭文字「G」を取ったものです。
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評価される項目　（内容）
①安全性に対する法令の遵守状況（配点40点・基準点数32点）
地方実施機関による巡回指導の結果（24 項目37点） ＋ 運輸安全マネジメントに対する取組状況（3点）

注１：�項目毎に、巡回指導結果が「適」の場合は加点し、「否」の場合は加点しません。なお、巡回指導後に改善されても加点しま
せん。事業所により該当しない項目がある場合、当該項目は加点します。巡回指導時に書類不備等により判定できなかった
項目は加点しません。

注２：申請時に提出された書類により、判断基準を満たした場合は加点します。

②事故や違反の状況（配点40点・基準点数21点）

事故の実績：上記に該当する有責の第一当事者となる事故がある場合は0�点、無い場合は20�点を加点します。
違反（行政処分）の実績：累積点数が20点以上の場合は0点、20点未満の場合は、（20点）－（累積点数）で求めた得点を加点します。

③安全性に対する取組の積極性（配点21点・基準点数12点）

【注意】申請時に提出された書類により、判断基準を満たした場合は加点します。
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安全性優良事業所に対しては、
国土交通省等から様々なインセンティブが付与されています

国土交通省

違反点数の消去
通常、 3年間となっている違反点数の付与期間について、違
反点数付与後２年間違反点数の付与がない場合、当該違反
点数は消去されます。

IT点呼の導入
対面点呼に代えて、国土交通大臣が定める設置型又は携帯
型のカメラを有する機器による営業所間等での点呼が可能
となります。

点呼の優遇
２地点間を定時で運行する形態の場合の他営業所における
点呼、同一敷地内に所在するグループ企業間における点呼
が承認されます。

補助条件の緩和
CNGトラック等に対する補助について､ 新車のみの導入に
係る最低台数要件が１台に緩和（通常３台）されます。

安全性優良事業所表彰
安全性優良事業所の認定を､ 連続して10年以上取得してい
るなど、さらに一定の高いレベルにある事業所が表彰され
ます。

基準緩和自動車の
有効期間の延長

基準緩和自動車が適切に運行されている場合、緩和の継続
認定において、有効期間が最長4年間まで延長（通常2年間）
されます。

特殊車両通行許可の
有効期間の延長

特殊車両の通行許可について、一定の要件を満たす優良事
業所の車両の場合、許可の有効期間が最長4年間まで延長（通
常最長2年間）されます。

全日本
トラック協会

助成の優遇

都道府県トラック協会の会員事業者に対する助成事業につ
いて、予算の範囲内で次の優遇措置が受けられます。
①ドライバー等安全教育訓練促進助成制度
 特別研修への受講料助成金の増額（通常7割⇒全額助成）
②安全装置等導入促進助成事業
 IT機器を活用した遠隔地で行う点呼に使用する携帯型ア
 ルコール検知器への1台につき、2分の1、上限2万円の助成
③経営診断受診促進助成事業
 ・経営診断助成金の増額（通常8万円⇒10万円）
 ・経営改善相談助成金の増額（通常2万円⇒3万円）

損保会社 保険料の割引
損害保険会社の一部企業では、運送保険等において独自の
保険料割引を適用しています。
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